
ご自身で、自動車やバイクの運転できない、公共交通機関を利
用することが困難な方で、家族等による外出の支援を受けるこ
とができない、次の①か②に該当する方

①「介護保険法」で「要支援１・２」に認定されている方
②「介護保険法」で「要介護」に認定されていない７５歳以上

の方

内容

利用で
きる方

応 募利用
時間

① ９時３０分～１１時００分

②１３時００分～１４時３０分

③１５時３０分～１７時００分

1日で①と②・②と③の組み合わせでの利用可能です

実施日

これらの声に応えるためにできることがあります！

月曜日・水曜日・金曜日（但し、祝祭日・年末年始を除く）

どの便も
１時間３０分
以内です。

運行
区域 熊取町・泉佐野市・貝塚市

利用料

利用
回数

１世帯月２回まで

組み合わせでの利用は2回利用したことになります。

無料

裏面もご覧ください!!

買い物・通院・サロンなどのお出かけのお手伝いをします。
（但し、病院、整骨院、鍼灸院等は往路のみとなります）



◎まずは登録申請してください。
１．熊取町社会福祉協議会へ「サービス利用登録申請書」を

提出してください。
２．利用できる方かを確認します。

確認した結果は、２週間以内に書面でお知らせします。
３．利用登録の有効期間は２年です。（何回でも更新ができます）

予約と予約の変更について
・予約ができる期間は、利用したい日の１ヶ月前から休日（土・
日・祝日年末年始）を除く３日前までです。
・電話またはFAXで予約してください。
・予約する時は、①名前 ②利用したい日と時間
③行きたい場所 ④一緒に行く人（配偶者または介助者）
をお伝えください。
運転協力者と調整し、利用できるかをお知らせします。

・予約の取り消し・変更は、早めにご連絡ください。

その他
・当日は、運転ボランティアさんが自宅⇔行きたい場所⇔最終の
目的地までの送り迎えをします。

・介助はつきませんので、介助が必要な場合は、必ず介助者の手配
をしてください。
・車椅子のまま乗り降りができますが、車椅子の種類によっては
乗れない場合があります。

・有料駐車場や高速道路などの費用はご利用者の負担となります。

申し込み・問い合わせ先：熊取町社会福祉協議会 ☎ 452-6001


